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１．地区計画とは 

 一定の地区を単位として、地域の目標や、建物の用途、高さ、色などの制限、道路、公園の配置及び規

模について定めるものです。将来にわたる良好な環境を備えたまちづくりのルールを、地区レベルで進め

る計画です。 

２．都市計画マスタープランについて 

 一宮市都市計画マスタープランとは、

一宮市の都市計画に関する基本的な方針

を定めたものです。  

マスタープランでは、一宮駅周辺を都

市拠点、尾西庁舎周辺、木曽川駅周辺を

副次的都市拠点と位置付けています。ま

た、出張所や公民館周辺を地域生活拠点

とし、これらの拠点を鉄道や主要なバス

で結ぶことにより、持続可能な都市形態

として、「多拠点ネットワーク型都市の構

築」を目指します。 

また、既存工業団地や高速道路のイン

ターチェンジなどの既存ストックを活用

できる場所については、産業拠点とし、

工場や物流施設などを誘導する方針です。 

３．市街化調整区域内地区計画運用指針について 

本市では、市街化調整区域内で地区計画を定めるにあたり指針を策定しており、工業系地区計画を定め

るにあたっては、マスタープランに産業拠点として位置づけが必要です。その中において、つぎの４つの

どれかに該当したもののみ活用できます。 

① インターチェンジ型  ② 既存工業地隣接型  ③ 幹線道路沿道型  ④ 跡地利用型 

本地区計画原案は、①インターチェンジ型に該当しており、対象地区が「インターチェンジから半径約

１km の円内の区域」もしくは「半径 2km の円内の区域で接続する整備済み都市計画道路の沿道」であるこ

とが条件となります。（本地区は 1km 円内） 

また、面積につきましては、基本的には、5ha 以上としており、建築可能な建物としましては、製造業

の工場及びそれに関連する研究施設、物流施設としております。 

４．一宮稲沢北ＩＣ西部（第２地区）地区計画原案（地区計画区域） 

名称：一宮稲沢北ＩＣ西部（第２地区）地区計画 

場所：萩原町林野、大和町北高井の各一部 

面積：約 8.3ha

当地区は、一宮市の南西に位

置しており、一宮稲沢北インタ

ーチェンジや東海北陸自動車

道、主要地方道 岐阜稲沢線な

どの広域交通網への利便性が

良い立地条件を備えています。 

また、一宮市の都市計画マス

タープランにおいては、当地区

を産業拠点として位置付けて

おります。 

本地区計画原案は、利便性の

高さを活かしつつ、周辺環境と

調和した産業拠点の形成を図

ることを目標としています。 
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５．一宮稲沢北ＩＣ西部（第２地区）地区計画原案（計画図） 

地区内道路を整備し、隣接する幹線道路との交通を良好にします。さらに、周辺環境に配慮し、周囲には

緩衝緑地帯を設置します。 

【地区施設】 

道路：道路 1号(全幅 12.2ｍ)    道路 2号(全幅 11.2～14.4ｍ) 道路 3号(全幅 13.0ｍ)  

    道路 4号(全幅 11.2～13.5ｍ) 道路 5号(全幅 9.0ｍ)     道路 6 号(全幅 12.2ｍ)  

    道路 7号(全幅 12.2～15.2ｍ) ※全て両側又は片側歩道

 緑地：緑地 1号(約 0.2ha) 緑地 2 号(約 0.2ha) 緑地 3号(約 0.06ha) ※全て幅 4ｍ 

 地下貯留槽：地下貯留槽 1－1～1－4 号(約 3200  ) 

       地下貯留槽 2－1～2－2 号(約 3200  ) 

       地下貯留槽 3－1～3－3 号(約 700  ) 

【道路の雨水対策】 

 透水性舗装(約 1500 ㎡) 浸透トレンチ(約 882ｍ) 

６．一宮稲沢北ＩＣ西部（第２地区）地区計画原案（地区整備計画） 

建築物等の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限を定めることにより、地域の振

興を推進する工業・物流施設を誘導します。 

【建築物の用途制限】 

建築可能な用途は大きく分けて、つぎの４つに限定します。(詳細は上記の表を参照) 

① 工場・・・製造業に属する工場。ただし、環境の悪化をもたらす恐れのあるものは除外。 

② 研究開発施設・・・①工場に関連する分野の研究開発施設が対象。 

③ 物流施設・・・危険物を取り扱うものは除外。 

④ ①～③の附属物・・・例えば、従業員用の売店や、従業員寮。 

【その他の制限】

 敷地面積の最低限度：3000 ㎡以上・・・産業拠点として活用できるよう、必要最低限の規模を設定。 

 壁面後退：4ｍ・・・圧迫感を和げ、景観を向上。災害時の倒壊等による道路閉鎖を減少。延焼防止。 

７．その他 

 本地区計画原案は、一宮市地区計画等の案の作成手続に関する条例第４条の規定に基づき提出された地区

計画等申出書により手続きを進めているもので、民間資本を活用した地区計画です。 

本計画に関するお問い合わせは右

記までお願い致します。

 一宮稲沢北ＩＣ西部（第２地区）地区計画（原案） －概要版－

〇3 年に 1度の雨のピーク時において、放流

先の河川の下流で、水があふれないように

しています。 

〇30 年に 1 度の雨のピーク時において、開

発行為前より多く、雨水が区域内から流れ

出ないようにしています。 

問合せ先   一宮市まちづくり部都市計画課 都市計画 G 
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